
1．はじめに

平成15年4月より、厚生年金保険において、

保険料と給付額のいずれにも、月給だけでなく

賞与も反映させる総報酬制の導入が、平成12

年の年金制度改正で決まりました。施行の日ま

で間もなくとなりましたが、7月に公布された

政令、11月に公布された省令等により、総報

酬制にかかる取扱いの詳細が概ね判明してきま

した。今回は、その概要を、厚生年金基金（以

下「基金」といいます。）への影響も併せて、

ご説明いたします。

2．総報酬制導入の背景

現在、厚生年金の保険料は、標準報酬（月額）

に対して17.35％（労使折半）徴収され、賞与

に対して特別保険料として1％（労使折半）徴

収されています。一方、厚生年金の給付は、標

準報酬（月額）を基準に算出され、賞与につい

ては給付に反映されていません。

このため、年収が同一の場合、保険料負担と

いう観点からは、賞与の多い方は負担が軽く、

賞与の少ない方は負担が重くなります。逆に、

給付への反映という観点からは、賞与の多い方

ほど給付に反映されない掛け捨て保険料部分が

大きくなります。また、在職老齢年金は月収を

基準に支給停止額が決まるため、年収が同じ年

金受給者であれば、年収に占める賞与の割合の

違いにより年金の支給停止額が異なることにな

ります。

そこで、このような不公平を解消する観点か

ら、15年度以降は月給と賞与の年間合計額、

つまり総報酬をベースとして、保険料の賦課や

給付額の算定を行う仕組みに変更することとさ

れました。

3．厚生年金保険における総報酬制の仕組み

厚生年金保険法における総報酬制の仕組み

（概要）は、以下のとおりです。

（1）標準報酬月額と標準賞与額

保険料や給付の額の算定の基礎となる標準報
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酬月額と標準賞与額は、次のように決定される。

（注）賞与の支給月が6月に多いことなどから、総報酬制導入後
は、標準報酬月額の算定基礎月が、現行の5月～7月から4月～6
月に変更され、その適用期間が10月～翌年9月から9月～翌年8
月に変更される。

（2）保険料負担

総報酬制導入前後の保険料負担の方法は次の

ようになる。なお、被用者年金制度の全加入者

の月収に対する平均賞与支給割合を考慮して、

保険料率が設定されている。実際には、賞与の

年間支給額が月収の年間合計額の3割とみなさ

れている。（この前提は、給付の支給乗率の設

定においても同様。）

（注）13.58％は、（17.35％×1＋1％×0.3）÷1.3から導出さ
れている。

（3）給付

総報酬制導入前後で、給付額が変動しないよ

うに、給付乗率が変更される。（【表1】ご参照）

実際には、総報酬制導入前の被保険者期間と総

報酬制導入後の被保険者期間に分けて給付の額

が算定される。保険料率設定の前提条件と同様

に、賞与の年間支給額は月収の年間合計額の3

割として、総報酬制導入後の給付乗率は、総報

酬制導入前の給付乗率を1.3で除した率に設定

されている。

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称で
あるかを問わず、労働者が、労働の対償として受け
るすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの
及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限
りでない。（法第3条）�

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称で
あるかを問わず、労働者が、労働の対償として受け
るすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受
けるものをいう。（法第3条）�

社会保険庁長官は、被保険者が毎年7月1日現に使
用される事業所において4月～6月（継続して使用
された期間に限り、かつ、報酬支払の基礎となった
日数が20日未満である月を除く。）に受けた報酬の
総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額
として、法第20条の等級表に基づき、標準報酬月額
を決定する。その年の9月から翌年の8月まで適用
する。（法第21条）�

社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月に
おいて、その賞与額に基づき、千円未満の端数を切
り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、上限を150万円とする。（法第24条の3）�
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の上限・下限�
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上限：なし�
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上限：150万円�
下限：なし�

上限： 62万円�
下限：9.8万円� 同左�

17.35％� 13.58％�

年金額 ＝（Ａ）総報酬制導入前の期間分�
　　　 ＋（Ｂ）総報酬制導入後の期間分�

（Ａ）＝平均標準報酬月額×給付乗率（9.5‰～7.125‰）�
      ×平成15年3月までの被保険者期間×スライド率��
（Ｂ）＝平均標準報酬額×新給付乗率（7.308‰～5.481‰）�
      ×平成15年4月以降の被保険者期間×スライド率�

~~~~~~~~



~~~~~~~

平均標準報酬月額＝（各月の標準報酬月額に再評価�
率を乗じた累計額）／総報酬導入前の被保険者期間�

平均標準報酬額�
      ＝平均標準報酬月額＋平均標準賞与額�
      ＝ （各月の標準報酬月額に再評価率を乗じた額と�
      各標準賞与額に再評価率を乗じた額の総合計）／�
      総報酬制導入後の被保険者期間�
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【表1】老齢厚生年金の生年月日別支給乗率表�

昭和 2 年4月1日以前に生まれた者�

昭和 2 年4月2日から昭和 3 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 3 年4月2日から昭和 4 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 4 年4月2日から昭和 5 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 5 年4月2日から昭和 6 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 6 年4月2日から昭和 7 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 7 年4月2日から昭和 8 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 8 年4月2日から昭和 9 年4月1日までの間に生まれた者�

昭和 9 年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者�

昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者�

昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者�

昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者�

昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者�

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者�

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者�

昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者�

昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者�

昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者�

昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者�

昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者�

（‰）�

①5.481‰の読替え＜法附則別表第7＞�
②5.769‰の読替え＜平成十二年改正法附則第二十一条第八項の規定により読み替えられた平成十二年改正法
第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率＞�

③7.125‰の読替え＜国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改
正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七＞�

④7.5‰の読替え＜国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十三条の規定による改正
前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七＞�
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（4）在職老齢年金制度

在職老齢年金制度の仕組みは、次のように総

報酬月額相当額と年金月額との間での調整に変

更される。ただし、直近1年間の標準賞与額の

実績を使用するため、実際に適用される時期は、

平成16年度以降となる。

○ 60歳台前半の在職老齢年金制度（法附則第

11条）

Ａ 基本月額＋総報酬月額相当額≦28万円の場合

年金月額（定額部分＋報酬比例部分）の

20％を支給停止（ａ）

Ｂ 基本月額＋総報酬月額相当額＞ 28万円 の場合

（ａ）＋（ｂ）を支給停止

（注）総報酬制導入に伴い、「22万円」が「28万円」に、「37万
円」が「48万円」に変更される。

○ 60歳台後半の在職老齢年金制度（法第46条）

（注）総報酬制導入に伴い、「37万円」が「48万円」に変更され
る。なお、老齢基礎年金は全額支給される。

（5）従前の年金額保障

平成12年4月より、給付水準の5％適正化が

なされたが、それと同時に、従前の年金額を保

障する措置も講じられた。総報酬制導入後の従

前の年金額保障は、次の①と②を比較して大き

い年金額を保障することとなる。

① 新算定方式

＝（Ａ）総報酬制導入前の期間分＋（Ｂ）総報

酬制導入後の期間分

（Ａ）＝平均標準報酬月額＜平成11年の手

取り賃金水準に再評価＞ × （9.5

～7.125‰）× 平成15年3月までの

被保険者期間 × 物価スライド率

＜平成11年以降1.000に据置中＞

（Ｂ）＝平均標準報酬額＜平成11年の手取

り賃金水準に再評価＞×（7.308～

5.481‰）× 平成15年4月以後の被

保険者期間 × 物価スライド率

＜平成11年以降1.000に据置中＞

② 旧算定方式

＝（Ｃ）総報酬制導入前の期間分＋（Ｄ）総報

酬制導入後の期間分

（Ｃ）＝平均標準報酬月額＜平成6年の手取

り賃金水準に再評価＞×（10.0～

－ 4 －

総報酬月額相当額�

＝標準報酬月額＋（直近1年間の標準賞与額の

　総額÷12）�
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＝年金月額（定額部分＋報酬比例部分）の80％�

基本月額�総報酬月額�相　当　額� 支給停止額（ｂ）�

28万円�
以下�

28万円�
超�

48万円以下�

48万円超�

48万円以下�

48万円超�

（基本月額＋総報酬月額相当額�
－28万円）× 1/2

（48万円＋基本月額－28万円）×1/2�
＋（総報酬月額相当額－48万円）�

総報酬月額相当額×1/2

48万円×1/2＋（総報酬月額相�
当額―48万円）�

総報酬月額相当額�
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048万円以下�

48万円超� ｛総報酬月額相当額＋年金額�
（報酬比例部分）－48万円｝×1/2�
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7.5‰）× 被保険者期間 × 物価ス

ライド率＜平成6年～平成10年の物

価上昇率1.031に据置中＞

（Ｄ）＝平均標準報酬額＜平成6年の手取り

賃金水準に再評価＞×（7.692～

5.769‰）× 被保険者期間 × 物価

スライド率＜平成6年～平成10年の

物価上昇率1.031に据置中＞

4．厚生年金基金への影響

基金においては、代行部分があるため、総報

酬制の導入に伴い、代行部分の取扱いの変更が

必要となります。政省令・通知等の改正により

判明したその取扱いの概要を、以下にご説明し

ます。なお、加算型基金の場合、加算部分につ

いては、給与月額をベースとした従来通りの取

扱いが可能となる見込みです。

（1）代行保険料率

代行保険料率の算定において、賞与も織り込

まなければならなくなる。具体的には、代行給

付現価（政府負担金控除後）を標準報酬月額の

予想額の現価と標準賞与額の予想額の現価の合

計額で除した率となる。ただし、賞与の実績デ

ータの蓄積がないため、次のような経過措置が

講じられる。

また、免除保険料率については、32‰～38

‰が24‰～30‰に変更される。

（2）許容繰越不足金

許容繰越不足金の算定方法のうち、標準給与

総額を基準として算定する方法が変更される。

（3）給付の支給乗率

基本部分の支給乗率に0.1／1000を上乗せ

する要件がなくなり、「すべての加入員の年金

額が代行部分相当額を超えなければならない」

という規定のみとなる。

また、平成15年4月1日に、基本部分の支給

乗率を1.3以下の数（零を上回るものに限る。)

で除して得た率に変更する場合は、総報酬制導

入に伴い、現行の給付水準を維持するための変

更であり、給付減額として取り扱わない。

（4）代行返上基金

平成15年4月1日前に代行部分の将来期間分

の支給義務免除の認可を受けた基金は、総報酬

制を導入しないことが可能。なお、標準給与の

基礎となる給与の範囲について、基金令第16

条各号に掲げる範囲と一致するもの以外のもの

を定めることについての承認申請、及び、賞与

標準給与につき別段の定めをすることについて
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【経過措置】
平成18年3月30日までの日を算定基準日として代
行保険料率を算定する場合、「標準賞与額の予想額
の現価」は、「標準報酬月額の予想額の現価」に
0.3を乗じた額として計算する。

（変更前）
標準給与総額（当該事業年度の3月における標準給
与月額の総額の12倍）×20年の確定年金現価率×
10÷1000 ×｛（100＋プラスアルファ（％））÷
110を上限として基金で定めた率｝
⇒
（変更後）
標準給与総額（当該事業年度の3月における報酬標
準給与の月額の総額の12倍と当該事業年度の3月以
前1年間における賞与標準給与の額の総額を合算し
た額）×20年の確定年金現価率×7.7÷1000 ×
｛（100＋プラスアルファ（％））÷110を上限とし
て基金で定めた率｝

~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ ~~
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険庁通知で示される予定

・ 年金数理人会の厚生年金基金実務基準が見

直され、掛金計算の方法等について記載さ

れる予定

・ 平成14年度決算は総報酬制を織り込まずに

行うことが可能となる見込み

・ 平成15年度予算は総報酬制を織り込んで行

うことになる見込み

・ 平成13年度再計算先は、従来の基準による

再計算報告書・代行保険料率算定届出書を

11月末までに提出した後、一部差し替えを

行うこととなる見込み

・ 平成13年度再計算先以外の基金は、代行保

険料率算定届出書を1月中に提出することと

なる見込み

の承認申請が必要。

（5）規約変更

総報酬制導入に伴い基金規約の変更が必要と

なる。規約変更の認可申請は、規約変更の施行

日の1ヶ月前までに行う。なお、前述（4）の

代行返上基金で総報酬制を導入しない基金にお

いても、法律の条文を引用した部分の変更が必

要となるので、規約変更の認可申請を行わなけ

ればならない。

5．その他

11月29日時点で判明している事項につい

て、ご説明しましたが、今後、次のような事項

が明らかにされる見込みです。

・ 政府負担金の計算方法等については社会保


